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監 査 公 表 第 １ 号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項

の 規 定 に よ り 実 施 し た 定 期 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 を 同 条 第 ９ 項

の 規 定 に よ り 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日

高 知 県 監 査 委 員 加 藤 漠

同 田 中 徹

同 奥 村 陽 子

同 五 百 藏 誠 一



定 期 監 査 結 果 報 告 （ 令 和 ５ 年 度 第 ３ 回 ）

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項

の 規 定 に よ り 、 高 知 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 高 知 県 監 査 公

表 第 ７ 号 ） に 準 拠 し 監 査 を 実 施 し た の で 、 定 期 監 査 の 結 果 を 下 記

の と お り 報 告 す る 。

記

第 １ 監 査 の 概 要

１ 監 査 の 種 類

地 方 自 治 法 第 199条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 監 査 の う ち 同 条 第

４ 項 の 定 期 監 査

２ 監 査 の 対 象

監 査 対 象 機 関 225機 関 （ 出 先 機 関 121機 関 を 含 む 。 ） の う ち

出 先 機 関 77機 関 （ 別 表 １ の と お り ）

３ 監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ）

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 が 法 令

に 適 合 し 、 正 確 で 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に

し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る か と し た 。

４ 監 査 の 実 施 内 容

令 和 ４ 年 度 の 業 務 を 対 象 と し 、 監 査 対 象 機 関 か ら 提 出 さ れ

た 関 係 書 類 を 照 合 す る と と も に 、 関 係 職 員 か ら 説 明 を 聴 取 す

る 等 の 方 法 に よ り 、 監 査 委 員 に よ る 監 査 及 び 事 務 局 職 員 に よ

る 監 査 を 実 施 し た 。

ま た 、 本 年 度 も 、 土 木 工 事 及 び 建 築 等 工 事 の 専 門 知 識 を 有

す る 公 益 社 団 法 人 に 調 査 を 委 託 し て 、 実 地 調 査 等 に よ る 方 法

に よ り 、 工 事 監 査 を 実 施 し た 。

第 ２ 監 査 の 結 果

前 記 の と お り 監 査 を 実 施 し た 限 り 、 重 要 な 点 に お い て 、 監 査

の 対 象 と な っ た 事 務 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経

費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化

に 努 め て い る と 認 め ら れ た 。

実 施 機 関 別 に 是 正 又 は 改 善 を 要 す る 事 務 と し て 、 指 摘 事 項 、

注 意 事 項 及 び 検 討 事 項 と し た も の は 、 別 表 ２ の と お り で あ り 、

事 務 区 分 別 で は 、 別 表 ３ の と お り で あ る 。

な お 、 是 正 又 は 改 善 を 要 す る 事 務 の う ち 指 摘 事 項 及 び 検 討 事

項 と し た も の は 、 次 の と お り で あ る 。

１ 指 摘 事 項

(１ ) 総 務 部 須 崎 県 税 事 務 所

令 和 ４ 年 11月 に 収 納 し た 法 人 県 民 税 及 び 法 人 事 業 税 に

つ い て 、 令 和 ４ 年 度 歳 入 と す る べ き と こ ろ 令 和 ５ 年 度 歳

入 と し て い た も の が あ っ た 。

こ れ は 、 歳 入 の 会 計 年 度 所 属 区 分 に つ い て 、 随 時 の 収

入 で 、 通 知 書 等 を 発 し な い も の は 、 こ れ を 領 収 し た 日 の

属 す る 年 度 と す る こ と を 定 め た 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭

和 22年 政 令 第 16号 ） 第 142条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に 反 す

る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。



再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(２ ) 土 木 部 中 央 東 土 木 事 務 所

河 川 占 用 許 可 に お い て 、 河 川 占 用 料 の 収 入 調 定 を 行 っ

て い な い も の が あ っ た 。

こ れ は 、 歳 入 徴 収 者 が 地 方 自 治 法 施 行 令 第 154条 第 １

項 の 規 定 に よ る 歳 入 の 調 定 を し よ う と す る と き は 、 当 該

歳 入 に 係 る 法 令 、 契 約 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ い て 、

速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 会 計 規

則 （ 平 成 ４ 年 高 知 県 規 則 第 ２ 号 ） 第 22条 の 規 定 に 反 す る

不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

速 や か に 是 正 措 置 を 講 じ る と と も に 、 再 発 防 止 に 向 け

必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(３ ) 教 育 委 員 会 高 知 追 手 前 高 等 学 校

生 産 物 の 売 払 い に お い て 、 令 和 ４ 年 度 に 収 入 調 定 を 行

う べ き と こ ろ 、 令 和 ５ 年 度 に 行 っ て い た も の が あ っ た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １

日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 31日 に 終 わ る と 定 め た 地 方 自 治 法

第 208条 に 規 定 す る 会 計 年 度 及 び そ の 独 立 の 原 則 に 反 す

る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

ま た 、 歳 入 徴 収 者 が 地 方 自 治 法 施 行 令 第 154条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 歳 入 の 調 定 を し よ う と す る と き は 、 当 該 歳

入 に 係 る 法 令 、 契 約 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ い て 、 速

や か に 行 わ な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 会 計 規 則

第 22条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(４ ) 教 育 委 員 会 高 知 農 業 高 等 学 校

生 産 物 の 売 払 い に お い て 、 令 和 ４ 年 度 に 収 入 調 定 を 行

う べ き と こ ろ 、 令 和 ５ 年 度 に 行 っ て い た も の が あ っ た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １

日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 31日 に 終 わ る と 定 め た 地 方 自 治 法

第 208条 に 規 定 す る 会 計 年 度 及 び そ の 独 立 の 原 則 に 反 す

る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

ま た 、 歳 入 徴 収 者 が 地 方 自 治 法 施 行 令 第 154条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 歳 入 の 調 定 を し よ う と す る と き は 、 当 該 歳

入 に 係 る 法 令 、 契 約 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ い て 、 速

や か に 行 わ な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 会 計 規 則

第 22条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

(５ ) 教 育 委 員 会 幡 多 農 業 高 等 学 校

生 産 物 の 売 払 い に お い て 、 令 和 ４ 年 度 に 収 入 調 定 を 行

う べ き と こ ろ 、 令 和 ５ 年 度 に 行 っ て い た も の が あ っ た 。

こ れ は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １

日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 31日 に 終 わ る と 定 め た 地 方 自 治 法

第 208条 に 規 定 す る 会 計 年 度 及 び そ の 独 立 の 原 則 に 反 す

る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。



ま た 、 歳 入 徴 収 者 が 地 方 自 治 法 施 行 令 第 154条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 歳 入 の 調 定 を し よ う と す る と き は 、 当 該 歳

入 に 係 る 法 令 、 契 約 書 そ の 他 の 関 係 書 類 に 基 づ い て 、 速

や か に 行 わ な け れ ば な ら な い と 定 め た 、 高 知 県 会 計 規 則

第 22条 の 規 定 に 反 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 で あ る 。

再 発 防 止 に 向 け 必 要 な 措 置 を 講 じ ら れ た い 。

２ 検 討 事 項

土 木 部 高 知 土 木 事 務 所

内 部 統 制 に 係 る 案 件 等 に お い て 、 組 織 と し て の チ ェ ッ

ク 機 能 が 十 分 に 働 い て い な い と 考 え ら れ る 事 務 処 理 上 の

大 き な ミ ス が 発 生 し て い る こ と か ら 、 効 果 的 な 再 発 防 止

策 に つ い て 更 な る 検 討 を 求 め る 。

３ 意 見

今 回 監 査 を 実 施 し た 出 先 の 77機 関 の う ち 26機 関 に お い

て 、 是 正 又 は 改 善 を 要 す る 不 適 切 な 事 務 処 理 が 50件 認 め ら

れ た 。

令 和 ４ 年 度 と 比 較 し て 件 数 が 減 少 し た の は 16機 関 、 増 加

し た の は 22機 関 で 、 増 減 が な か っ た の は ２ 機 関 で あ っ た 。

ま た 、 ２ 年 連 続 で 適 正 に 事 務 が 行 わ れ て い た の は 、 37機

関 と な っ て い る 。

今 回 明 ら か に な っ た 事 務 処 理 の 誤 り の 多 く は 、 担 当 者 の

会 計 事 務 に 対 す る 確 認 不 足 や 知 識 不 足 と 、 決 裁 の 過 程 で 上

司 が そ の 誤 り を 是 正 で き て い な い こ と に 起 因 し て い る 。

事 務 処 理 に 当 た っ て は 、 担 当 者 は そ の 根 拠 を 自 ら 確 認 し

行 う と と も に 、 管 理 職 員 も 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を

行 わ れ た い 。 ま た 、 よ り 実 効 性 の 高 い 再 発 防 止 策 を 検 討 す

る な ど 、 財 務 事 務 の 適 正 な 執 行 に 努 め ら れ た い 。

４ 重 点 項 目

(１ ) 工 事 監 査

監 査 対 象 機 関 が 実 施 す る 工 事 の 中 か ら 土 木 工 事 及 び 建

築 等 工 事 を そ れ ぞ れ 選 定 し 、 次 の と お り 実 施 し た 。

ア 工 事 監 査 の 対 象

区 分 機 関 名 工 事 の 名 称

土 木 工 事 林 業 振 興 ・

環 境 部 中 央

西 林 業 事 務

所

仁 淀 川 流 域 仁 淀 川 支 流 南 の 川

小 日 浦 復 旧 治 山 工 事

建 築 等 工 事 教 育 委 員 会

高 等 学 校 振

興 課

（ 新 ） 安 芸 中 学 校 ・ 高 等 学 校 校 舎

棟 新 築 主 体 工 事

（ 新 ） 安 芸 中 学 校 ・ 高 等 学 校 校 舎

棟 新 築 電 気 設 備 工 事

（ 新 ） 安 芸 中 学 校 ・ 高 等 学 校 校 舎



イ 監 査 の 期 間

令 和 ５ 年 ５ 月 16日 か ら 令 和 ６ 年 １ 月 31日 ま で 実 施

し た 。 こ の う ち 、 林 業 振 興 ・ 環 境 部 中 央 西 林 業 事 務

所 に つ い て は 令 和 ５ 年 10月 ４ 日 及 び ５ 日 に 、 教 育 委

員 会 高 等 学 校 振 興 課 に つ い て は 同 年 10月 30日 及 び 31

日 に 現 地 調 査 を 実 施 し た 。

ウ 監 査 の 方 法

今 回 の 監 査 は 、 ア の 工 事 に つ い て 、 設 計 、 施 工 、

監 理 等 が 適 切 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か ど う か と

い う 観 点 か ら 、 公 益 社 団 法 人 大 阪 技 術 振 興 協 会 に 調

査 を 委 託 し 、 技 術 士 の 協 力 を 得 て 実 施 し た 。

監 査 に 当 た っ て は 、 監 査 対 象 機 関 か ら 提 出 さ れ た

関 係 書 類 を 照 合 し 、 関 係 職 員 か ら 説 明 を 聴 取 す る と

と も に 、 現 場 に お け る 施 工 状 況 を 調 査 し た 。

エ 監 査 の 結 果

設 計 、 積 算 、 契 約 、 施 工 管 理 等 の 各 段 階 に お け る

技 術 的 事 項 の 実 施 状 況 に つ い て 調 査 を 行 っ た 結 果 、

書 類 調 査 及 び 現 地 調 査 と も に お お む ね 適 正 に 行 わ れ

て い た 。

現 地 調 査 の 過 程 に お い て 提 案 の あ っ た 意 見 に 留 意

さ れ 、 今 後 と も 工 事 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 施 工 に

万 全 を 期 さ れ た い 。

(２ ) 県 単 独 補 助 事 業 の 執 行 に つ い て

各 機 関 が 実 施 す る 県 単 独 補 助 事 業 に つ い て 、 事 務 手

続 が 適 正 に な さ れ て い る か だ け で な く 、 事 業 の 執 行 が

経 済 的 、 効 率 的 か つ 効 果 的 に 行 わ れ て い る か に つ い

て 、 監 査 を 行 っ た 。

補 助 事 業 者 へ の 交 付 額 が 100万 円 以 上 の 補 助 金 に つ

い て 、 36所 属 36事 業 を 抽 出 し て 実 施 し た 結 果 、 補 助 事

業 単 位 で は 、 成 果 指 標 や 目 標 が 明 確 に 定 め ら れ て い な

い も の が 一 部 見 受 け ら れ た 。

こ れ ら は 、 高 知 県 産 業 振 興 計 画 、 南 海 ト ラ フ 地 震 対

策 行 動 計 画 等 の 目 標 値 を 達 成 す る た め の 手 段 の 一 つ と

し て 位 置 づ け ら れ て い る 等 の 理 由 に よ り 、 成 果 指 標 等

を 定 め て い な か っ た が 、 補 助 目 的 に 応 じ た 適 切 な 指 標

を 設 定 す る な ど 、 事 業 効 果 の 検 証 に つ い て 万 全 を 期 さ

れ た い 。

棟 新 築 機 械 設 備 工 事



東京事務所 安芸土木事務所

公文書館 中央東土木事務所

安芸県税事務所 高知土木事務所

中央東県税事務所 中央西土木事務所

中央西県税事務所 須崎土木事務所

須崎県税事務所 幡多土木事務所

幡多県税事務所 土木部　６機関

総務部　７機関

東部教育事務所

中央東福祉保健所 図書館

健康政策部　１機関 幡多青少年の家

室戸高等学校

療育福祉センター 中芸高等学校

中央児童相談所 県立安芸中学校

子ども・福祉政策部　２機関 安芸高等学校

城山高等学校

大阪事務所 山田高等学校

名古屋事務所 嶺北高等学校

産業振興推進部　２機関 高知農業高等学校

高知東工業高等学校

工業技術センター 岡豊高等学校

海洋深層水研究所 高知東高等学校

中村高等技術学校 高知工業高等学校

商工労働部　３機関 高知追手前高等学校

高知丸の内高等学校

中央東農業振興センター 高知小津高等学校

農業大学校 高知北高等学校

農業担い手育成センター 県立高知国際中学校

農業振興部　３機関 高知国際高等学校

伊野商業高等学校

森林技術センター 高岡高等学校

安芸林業事務所 高知海洋高等学校

中央東林業事務所 須崎総合高等学校

幡多林業事務所 佐川高等学校

林業大学校 檮原高等学校

林業振興・環境部　５機関 四万十高等学校

別表１（監査対象機関）

機関名 機関名

総務部 土木部

教育委員会

健康政策部

子ども・福祉政策部

産業振興推進部

商工労働部

農業振興部

林業振興・環境部

知
事
部
局

知
事
部
局

教
育
委
員
会



大方高等学校

幡多農業高等学校

県立中村中学校

中村高等学校

宿毛高等学校

清水高等学校

山田特別支援学校

高知江の口特別支援学校

日高特別支援学校

中村特別支援学校

教育委員会　38機関

警察本部

高知警察署

高知南警察署

高知東警察署

室戸警察署

安芸警察署

南国警察署

土佐警察署

佐川警察署

中村警察署

宿毛警察署

警察本部　10機関

機関名

教育委員会

合計　77機関

教
育
委
員
会

警
察
本
部



別表２ (実施機関別の指摘事項、注意事項及び検討事項）

　（　）：指摘事項の件数で内数、[　]：検討事項の件数で内数

増減

1 (1) 4 5 (1) 5

東京事務所 1 1 1

公文書館

安芸県税事務所 1 1 1

中央東県税事務所 1 1 1

中央西県税事務所

須崎県税事務所 1 (1) 1 2 (1) 2

幡多県税事務所

1 1 1

中央東福祉保健所 1 1 1

1 1 3 △ 2

療育福祉センター 1 1 2 △ 1

中央児童相談所 1 △ 1

1 △ 1

大阪事務所

名古屋事務所 1 △ 1

1 △ 1

工業技術センター

海洋深層水研究所

中村高等技術学校 1 △ 1

1 1 2 2

中央東農業振興センター 1 1 2 2

農業大学校

農業担い手育成センター

1 1 2 2

森林技術センター

安芸林業事務所 1 1 2 2

中央東林業事務所

幡多林業事務所

林業大学校 2 △ 2

1 [1] 2 (1) 7 4 4 18 
(1)
[1]

10 (1) 8

安芸土木事務所 1 1 2 △ 1

中央東土木事務所 1 (1) 1 1 3 (1) 2 1

高知土木事務所 1 [1] 1 2 4 [1] 2 2

中央西土木事務所 1 1 2 2

須崎土木事務所 3 2 5 1 4

幡多土木事務所 1 1 1 3 3 (1)

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務
補助金の交付
に関する事務

財産・物品
等管理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和４年度

総務部

健康政策部

子ども・福祉政策部

産業振興推進部

商工労働部

農業振興部

林業振興・環境部

土木部

機関名

知
事
部
局



　（　）：指摘事項の件数で内数、[　]：検討事項の件数で内数

増減

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務
補助金の交付
に関する事務

財産・物品
等管理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和４年度

機関名

教育委員会 1 7 (3) 11 2 21 (3) 12 (1) 9

東部教育事務所

図書館 2 2 2

幡多青少年の家

室戸高等学校

中芸高等学校

県立安芸中学校 1 △ 1

安芸高等学校 1 1 1

城山高等学校

山田高等学校 3 (1) △ 3

嶺北高等学校 1 △ 1

高知農業高等学校 2 (1) 1 1 4 (1) 1 3

高知東工業高等学校 2 △ 2

岡豊高等学校 2 1 3 3

高知東高等学校

高知工業高等学校 1 1 1

高知追手前高等学校 2 (1) 2 (1) 2

高知丸の内高等学校

高知小津高等学校

高知北高等学校

県立高知国際中学校 1 △ 1

高知国際高等学校

伊野商業高等学校

高岡高等学校

高知海洋高等学校

須崎総合高等学校

佐川高等学校

檮原高等学校

四万十高等学校 1 1 1

大方高等学校 1 1 1

幡多農業高等学校 1 2 (1) 3 (1) 3

県立中村中学校 1 △ 1

中村高等学校 1 1 1

宿毛高等学校 1 1 1

清水高等学校

山田特別支援学校

高知江の口特別支援学校 1 △ 1

日高特別支援学校 1 1 1

中村特別支援学校

教
育
委
員
会



　（　）：指摘事項の件数で内数、[　]：検討事項の件数で内数

増減

事務区分 参考

共通 収入事務 支出事務 契約事務
補助金の交付
に関する事務

財産・物品
等管理事務

土木・建築工事
に関する事務 計 令和４年度

機関名

警察本部 3 (1) △ 3

高知警察署 1 △ 1

高知南警察署

高知東警察署

室戸警察署 1 △ 1

安芸警察署

南国警察署

土佐警察署 1 (1) △ 1

佐川警察署

中村警察署

宿毛警察署

2 [1] 10 (5) 26 6 0 0 6 50
(5)
[1]

32 (3) 18計

警
察
本
部



別表３（事務区分別の指摘事項、注意事項及び検討事項）

指摘事項 注意事項 検討事項 合計

件数 件数 件数 件数 割合(％)

・支払証の亡失

・事務処理上の大きなミスを防ぐ、効果的
　な再発防止策の検討

・調定漏れ

・調定年度誤り　等

・経費支出伺（変更）の作成漏れ

・通勤手当の過払い

・通勤手当の支給漏れ　等

・仕様書等の一部添付漏れ

・再委託の事前承諾漏れ

・複数単価契約の、一部単価が予定価格超
　過

　補助金の交付に関する事務 0 0 0 0 ―  

　財産・物品等管理事務 0 0 0 0 ―  

・工事の検査命令権者誤り

・特記仕様書で定めた事項の確認漏れ　等

計 5 44 1 50 100.0 

参考（令和４年度） 3 29 0 32 ―  

備考　各事務区分の割合は、小数点以下第２位を四捨五入している。

事務区分 主な事例 

　共通 0 1 1 2 4.0 

　収入事務 5 5 0 10 20.0 

　支出事務 0 26 0 26 52.0 

　契約事務 0 6 0 6 12.0 

　土木・建築工事に関する事務 0 6 0 6 12.0 


